
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【重要】林野火災防止に向けた「林野火災警報」と「たき火の届出義務化」について 

 

また、たき火などを行う場合は消防署へ届出をしてください。 

 

昨年、大船渡市で発生した大規模林野火災は、小さな火種が強風によって一気に燃え広がり、

建物へ延焼拡大するなど甚大な被害が発生しました。このような悲劇を二度と繰り返さないた

め、風が強いときなど屋外での火の取扱いはこれまで以上に注意してください。 

 

次の内容を確認いただき、火の取扱いには厳重な注意をお願いいたします。 

１．林野火災警報が発令されているときは、屋外での火の使用は禁止。 

２. 林野火災注意報が発令されているときは、屋外での火の使用は控える。 

３．たき火や、火災とまぎらわしい煙が出る行為を行う場合は、消防署へ届出る。 

  ※ごみの焼却は、県条例により原則禁止されています。 

４．強風時、乾燥時には、たき火・野焼きは行わない。 

５．消火するまではその場を離れない。消火用の水を準備する。 

関連リンク：政府広報オンライン 

「https://www.gov-online.go.jp/article/202601/entry-10685.html」 

 
出典：消防庁｢林野火災への備え｣ 

林野火災の多くは不注意によるもの 
消火が不十分であったり、強風下で火の取り扱い

などが原因です。 

林野火災は２月から５月に集中して発生 
出火件数の６割超がこの期間に発生しています。 

—全国の林野火災発生状況— 

https://www.gov-online.go.jp/article/202601/entry-10685.html


 


